
寒 川 町 災 害 見 舞 金 支 給 条 例 施 行 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(入 院 の 意 義 ) (定 義 ) 

第 2条  条 例 第 3条 第 1項 第 2号 で 規 定 す る

入 院 と は 、 医 療 法 (昭 和 23年 法 律 第 20 5

号 )第 1条 の 2に 規 定 す る 病 院 又 は 診 療 所

へ 災 害 の 治 療 の た め 収 容 す る こ と を い

う 。  

第 2条  こ の 規 則 に お け る 用 語 の 意 義 は 、

条 例 の 例 に よ る 。  

(支 給 申 請 等 ) (支 給 申 請 等 ) 

第 3条  見 舞 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る

者 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 見 舞 金 の 種 類 に

応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 え て 、寒

川 町 災 害 見 舞 金 支 給 申 請 書 (第 1号 様 式 。

以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 )を 町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

第 3条  見 舞 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る

者 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 見 舞 金 の 種 類 に

応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 え て 、寒

川 町 災 害 見 舞 金 支 給 申 請 書 (第 1号 様 式 。

以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 )を 町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 弔 慰 見 舞 金  (1) 弔 慰 見 舞 金  次 に 掲 げ る 書 類  

ア  自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー 又 は 消

防 署 の 事 故 (り 災 )証 明 書 (第 2号 様

式 、 第 3号 様 式 ) 

ア  町 長 又 は 消 防 署 長 が 災 害 に よ る

被 害 の 程 度 を 証 明 し た も の  

イ  (略 ) イ  (略 ) 

ウ  被 害 者 に つ い て の 住 民 票  ウ  被 災 者 に つ い て の 住 民 票  

エ  申 請 者 と 被 害 者 と の 関 係 を 証 す

る も の  

エ  申 請 者 と 被 災 者 と の 関 係 を 証 す

る も の  

オ  (略 ) オ  (略 ) 

(2) 傷 害 見 舞 金  ( 2 )  傷 害 見 舞 金  次 に 掲 げ る 書 類 (ウ

に あ っ て は 、条 例 別 表 傷 害 見 舞 金 の 項

第 2号 に 該 当 す る 者 に 限 る 。 ) 

ア  (略 ) ア  (略 ) 

イ  入 院 証 明 書 (第 4号 様 式 ) イ  入 院 証 明 書 (第 2号 様 式 )又 は 病 院

若 し く は 診 療 所 が 入 院 の 期 間 を 証 明

し た も の  

(加 え る ) ウ  被 災 者 の 障 害 が 災 害 に よ る 傷 害

に よ る も の で あ っ て 、身 体 障 害 者 福

祉 法 施 行 規 則 (昭 和 25年 厚 生 省 令 第

1 5号 )別 表 第 5の 1級 又 は 2級 に 該 当

す る も の で あ る こ と を 証 明 す る 医

師 (身 体 障 害 者 福 祉 法 (昭 和 2 4年 法

律 第 283号 )第 15条 第 1項 の 規 定 に 基

づ く 指 定 を 受 け た 医 師 に 限 る 。 )の



診 断 書  

(申 請 の 代 理 ) (申 請 の 代 理 ) 

第 4条  前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を す る 場

合 に お い て 被 害 者 又 は 遺 族 が 、当 該 被 害

者 又 は そ の 遺 族 の 保 護 者 (親 権 を 行 う

者 、後 見 人 そ の 他 の 者 で 、現 に 被 害 者 又

は そ の 遺 族 を 監 護 す る 者 を い う 。 )が そ

れ ら に か わ つ て 申 請 を す る こ と が で き

る 。  

第 4条  被 災 者 又 は 遺 族 の 法 定 代 理 人 は 、

当 該 被 災 者 又 は 遺 族 に 代 わ っ て 前 条 の

規 定 に よ る 申 請 を す る こ と が で き る 。  

(支 給 決 定 通 知 ) (支 給 決 定 通 知 ) 

第 5条  町 長 は 、 第 3条 の 申 請 書 を 受 理 し

た と き は 、こ れ を 審 査 し て 、見 舞 金 の 支

給 の 可 否 及 び そ の 額 を 決 定 し 、寒 川 町 災

害 見 舞 金 支 給 決 定 通 知 書 (第 5号 様 式 )に

よ り 速 や か に 申 請 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

第 5条  町 長 は 、 第 3条 の 申 請 書 を 受 理 し

た と き は 、こ れ を 審 査 し て 、見 舞 金 の 支

給 の 可 否 及 び そ の 額 を 決 定 し 、寒 川 町 災

害 見 舞 金 支 給 決 定 通 知 書 (第 3号 様 式 )に

よ り 速 や か に 申 請 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

(支 給 方 法 等 ) (支 給 方 法 等 ) 

第 6条  (略 ) 第 6条  (略 ) 

2 傷 害 見 舞 金 の 支 払 を 受 け た 者 が 、当 該

傷 害 見 舞 金 を 受 け た 傷 害 が 原 因 で 死 亡

し 、弔 慰 見 舞 金 を 受 け る こ と と な つ た 場

合 に お い て は 、既 に 受 け た 傷 害 見 舞 金 は

当 該 見 舞 金 の 内 払 と み な す 。  

2 傷 害 見 舞 金 の 支 払 を 受 け た 者 が 、当 該

傷 害 見 舞 金 を 受 け た 傷 害 が 原 因 で 死 亡

し 、弔 慰 見 舞 金 を 受 け る こ と と な つ た 場

合 に お い て は 、既 に 受 け た 傷 害 見 舞 金 は

弔 慰 見 舞 金 の 内 払 と み な す 。  

(加 え る ) 3  条 例 別 表 傷 害 見 舞 金 の 項 第 1号 に 規 定

す る 傷 害 見 舞 金 の 支 給 を 受 け た 者 が 、当

該 傷 害 見 舞 金 を 受 け た 傷 害 に よ り 同 項

第 2号 に 規 定 す る 傷 害 見 舞 金 を 受 け る こ

と と な っ た 場 合 に お い て は 、既 に 受 け た

傷 害 見 舞 金 は 、同 号 に 規 定 す る 傷 害 見 舞

金 の 内 払 い と み な す 。  

3 (略 ) 4 (略 ) 

第 7条 ・ 第 8条  (略 ) 第 7条 ・ 第 8条  (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 1号 様 式 (第 3条 関 係 ) 第 1号 様 式 (第 3条 関 係 ) 

[別 添 の と お り ] [別 添 の と お り ] 

第 2号 様 式 (第 3条 関 係 ) (削 る ) 

第 3号 様 式 (第 3条 関 係 ) (削 る ) 

第 4号 様 式 (第 3条 関 係 ) 第 2号 様 式 (第 3条 関 係 ) 

(略 ) (略 ) 



第 5号 様 式 (第 5条 関 係 ) 第 3号 様 式 (第 5条 関 係 ) 

(略 ) (略 ) 

 附  則  

 (施 行 期 日 ) 

 1 こ の 規 則 は 、平 成 30年 4月 1日 (以 下「 施

行 日 」 と い う 。 )か ら 施 行 す る 。     

  (経 過 措 置 ) 

 2 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 寒 川 町 災 害 見

舞 金 支 給 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、施 行 日

以 後 に 発 生 し た 災 害 に 係 る 災 害 見 舞 金

の 支 給 に つ い て 適 用 し 、施 行 日 前 に 発 生

し た 災 害 に 係 る 災 害 見 舞 金 の 支 給 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 




